
 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事・労務に役立つ NEWS LETTER 

おかみさわ通信 ２ 
2023 

令和５年度予算政府案を閣議決定 過去最大規模 厚労省所管予算案の動向に注目 

2023 年（令和 5年）2月号 

11200 日 

運転者に係る改善基準告示を改正 拘束時間や勤務間インターバルの基準などを見直し 

政府は、令和４年 12 月 23 日、「令和５年度予算政府案」を閣議決定しました。一般会計の総額は、「114

兆 3,812 億円」となり、過去最大を更新しました。安全保障環境の急変に対応する防衛費の増額に加え、年金や医療

など社会保障費が膨らんだことが主な要因です。なお、令和５年度予算案では、岸田政権の看板政策「人への投資」

を強化し、賃上げへの好循環をつくり出すことも目指しています。厚生労働省の予算案をみると、たとえば、「「賃上

げ･人材活性化･労働市場強化」雇用･労働総合政策パッケージ」として、次のような予算が計上されています。 

・・・・・・・・・・・・・令和５年度厚生労働省所管予算案 

／［「賃上げ･人材活性化･労働市場強化」雇用･労働総合政策パッケージ］について・・・・・・・・・・・ 

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準告示）が、令和４年 12 月 23 日

に改正され、令和６年４月１日から適用されることになりました。改正のポイントを確認しておきましょう。 

検討段階から注目されていたのが１日の休息期間、すなわち勤務間インターバルです。これについては、タ

クシー・ハイヤー運転者、トラック運転者、バス運転者ともに、次のように改正されました。 

改正前 継続８時間（勤務終了後、継続８時間以上の休息期間を与えること） 

改正後 継続 11 時間を基本として、継続９時間（勤務終了後、継続 11 時間以上の休息期間を与えるよう努めること

を基本とし、休息期間が継続９時間を下回らないものとすること） 

★特に、人材の育成・活性化（人材開発支援助成金による企業におけるデジタル人材等の育成及び事業展開等に

伴う労働者のスキル習得支援、産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）による賃金上昇につながるスキ

ルアップを目的とした在籍型出向の支援など）に、多くの予算が割かれています（1,138 億円）。どのような形

で具体化されるのか、今後の動向に注目です。必要な情報は、お伝えしていきます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・改善基準告示の改正のポイント（令和６年４月から適用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

次ページへ続く 

発行：おかみさわ社会保険労務士事務所 
TEL 0176-58-5885  FAX 0176-51-0603 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/10 ●1 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

2/16 ●2021 年分の所得税、個人住民税、個人事業税の確定申告・納付開始（～3 月 15 日） 

2/28 ●1 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

●2022 年 12 月決算法人の確定申告と納税・2023 年 6 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

●3 月・6 月・9 月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

●じん肺健康管理実施状況報告の提出 

●固定資産税（都市計画税）第 4 期分の納付（市区町村の指定日まで） 

 ◆あとがき◆今号では、令和５年度の税制改正を取り上げましたが、みなさまの対応準備は、いかがでしょうか？弊

所も税理士先生のサポートを受けながら、この 1 月から MF クラウド管理に切り替え、インボイス制度に対応した請求

書書式に改めました。次は、電子帳簿保存法の対応ですね！一つずつステップを踏みながら進んでいきます。（田） 

政府は、令和４年 12 月 23 日、令和５年度税制改正の大綱を閣議決定しました。令和５年度の税

制改正の項目のうち注目を集めているのは、ＮＩＳＡの抜本的拡充・恒久化や、防衛力強化に係る財源確保のた

めの税制措置などです。細かなところでは、納税環境整備として、「電子帳簿保存法（電子取引のデータ保存）の

要件緩和」、「インボイス制度導入に係る負担軽減措置」も盛り込まれています。納税環境整備については、特に

中小企業に影響する部分です。日本商工会議所の資料から、抜粋して紹介します。 

令和５年度税制改正の大綱を閣議決定 

★適用は少し先ですが、改善基準告示の適用を受ける運転者を使用する事業主の方は、早めに

確認しておく必要があります。また、自動車運転の業務については、令和６年４月から労働基

準法の時間外労働の上限（年 960 時間）も適用されますので注意が必要です。厚生労働省から

は、この改正をわかりやすく伝えるため、運転者の種類ごとに、リーフレットなどが公表され

ています。（厚生労働 HP URL https://www.mhlw.go.jp/index.html） 

（右記は、トラック運転者向けのリーフレットの表紙です） 

★インボイス制度の導入、電子帳簿保存の改正については、ひとまず、軽減・緩和の措置が講じられるようです。その

間に、対応できるように準備を進める必要があるでしょう。なお、注目の防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

については、令和６年以降の適切な時期から法人税・所得税に付加税が設けられる予定ですが、一定の軽減措置も講じ

られる模様です。今後の動向に注目ですね。情報をキャッチアップして事務所通信でお伝えしていきます。 

・・・・・・・・・・・・・令和５年度税制改正の大綱／納税環境整備について（日本商工会議所の資料）・・・・・・・・・・・・ 

お仕事 

カレンダー 

2月 

㊟ここで紹介した内容は、令和４年 12 月に政府が閣議決定した時点のものです。今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更される可能性

もあります。 

 


